
四日市市消防本部告示第６号 

 四日市市防災指導員等の設置に関する要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 平成２８年１０月３１日 

         四日市市消防長   山 本  良 也 

 

四日市市防災指導員等の設置に関する要綱の一部を改正する要綱 

四日市市防災指導員等の設置に関する要綱（平成８年消防本部告示第１号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（設置） 

第１条 （略） 

 

 

 

 

 

 

（選任） 

第２条 指導員は、消防防災に関し豊

かな知識と経験を有し、かつ、消防

防災活動に関する指導技術を持つ者

の中から消防長が選任する。 

 

 

（職務） 

第３条 （略） 

２ 防災指導員（現地本部担当）は消

防長の命を受け次の職務を行う。 

(1)（略） 

(2) 四日市市警防規程（平成９年３

月２８日消防本部訓令第２号、以

下「警防規程」という。）第２条第

４号に規定する現地本部に関する

こと。 

（設置） 

第１条 （略） 

２ 警防本部の運用体制の充実を図る

ことにより、円滑かつ的確な警防業

務を推進するため、消防本部に警防

本部要員（以下「本部員」という。）

を置く。 

 

（選任） 

第２条 指導員及び本部員は、消防防

災に関し豊かな知識と経験を有し、

かつ、消防防災活動に関する指導技

術を持つ者の中から消防長が選任す

る。 

 

（職務） 

第３条 （略） 

２ 防災指導員（現地本部担当）は消

防長の命を受け次の職務を行う。 

(1)（略） 

(2) 四日市市警防規程（平成９年３

月２８日消防本部訓令第２号、以

下「警防規程」という。）第２条第

３号に規定する現地本部に関する

こと。 



 

 

 

 

 

 

 

（任期） 

第５条 指導員の任期は、１年以内と

する。 

２ 指導員は、再任することができる。 

 

３ 指導員の再任に当たっては原則と

して２年を超えることができない。 

 

３ 本部員は消防長の命を受け次の職

務を行う。 

(1) 警防規程第２条第２号に規定す 

る警防本部に関すること。 

(2) その他消防救急課の事務に関す

ること。 

 

（任期） 

第５条 指導員及び本部員の任期は、

１ 年以内とする。 

２ 指導員及び本部員は、再任するこ

とができる。 

３ 指導員及び本部員の再任に当たっ

ては原則として２年を超えることが

できない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月 １日から施行する。 

                         （消防本部消防救急課） 


